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墓知健康センター第17期総会

総会は8月25日13時30分か ら労働会館 2

階会議室で行われます。今回の総会では、

記念講演を取 りやめに して、運動方針の議

論を深めることに しま した。

いのちと健康 を守る組合運動や労災認定

の経験を交流 し、健康センターの運動のあ

り方を検討 します。つきま しては各組合や

組織の取 り組み 。個人の実践などを10分以

内に ま とめて、発表できるように準備をお

願い します。

今年の秋には、中電過労 自殺事件控訴審

判決が、名古屋高裁10月31日10時と確定 し

ています。 ド ラッグスギヤマ損害賠償裁判

と内野労災認定請求裁判 も、この秋判決が

予想 されています。倉 田過労死事件公務災

害認定についても支部審査会の哉決がださ

れる予定です。裁判や審査会での最終段階

でどのような闘いを組織すればよいのか、

◆総会議案骨子および議論点

①メンタルヘルスに関する職場での取り組

みの紹介と問題点

②アスベス トの診断 ・治療 ・補償に関する

職場 。地域での取り組みの紹介

③労災補償に関する運動と問題点について

④損害賠償裁判に関する運動と問題点につ

いて

⑤ トヨタシステムの問題点 と闘いの展望

それぞれの運動について理解 を深めるとと

もに、闘い方について議論 ・意見交換をし

たいものです。

また、新 しい理事 。事務局の人選 も行わ

れます。年 6回 開かれている理事会におい

て、運動の方法を議論 した り、健康センタ
ーの見 える活動 を具体的に執行す るため

に、会議に出席できる人を探 しています。

各組織で検討 していただき、個人の場合 も

8月 20日までに立候補の届けをして くださ

い。活発な議論 と行事を成功 させ る力をも

った理事会を作 りたい と思つています。皆

さんのご協力をお願い します。

なお、総会終了後、近 くの店で懇親会を

予定 しています。会費は2,000円です。時

間のある方は是非、参加 して会員 と交流を

深めていただければ幸いです。

⑥会員の拡大の取り組みと健康センターヘ

の要望について

④働くもののいのちと健康に関わる地方自

治体や国への働きかけについて

③非正規労働者の働き方や外国人労働者の

働き方について

◎その他

8月25日 (土)13時30分 開催
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メンタルヘルスと安全配慮義務
使用者勝Ⅲ培働者の宅全こ健康を確保する義務あユl

6月 22日午後6時30分か ら9時 まで、労

働会館会議室でメンタルヘルス学習会がも

たれま した。講師は岩井羊
一

弁護士です。
この学習会は小出過労 自殺事件の名古屋

地裁判決で 「過労によりうつ病を発症 して

自殺 した小出さんに対 して、会社は うつ病

であることを知 らされていなかった。 した

がって、会社は安全配慮の義務はないか ら

損害賠償の責任 はない。」 と判示 したこと

に対 して、 どう考えた らよいかを学ぶ学習

会で した。

岩井弁護士は 「労働者 と使用者は契約を

結んで債権 ・債務の関係 にある。労働者は

労働 を提供 して賃金を受け取る権利がある

が、それだけでなく労働災害防止のための

最低基準を遵守 させ、快適な職場環境の実

現 と労働条件の改善を通 して労働者の安全

と健康 を確保 させ る権利がある。」 と言わ

れ、その根拠を次のように説明 しま した。

1975年に出された、陸上 自衛隊人戸駐屯

地車 両災害事件で、最高裁は 「国は自衛官

に安全配慮義務 を負 う」 とい う判決がださ

れた。 さらに、2002年の電通最高裁判決で

は 「健康状態を認識 していた上司が適切な

労働実態の改善をおこなわなかったのは安

全配慮義務違反である」 として1億6800万

円の支払いを命 じま した。

過労死事案の使用者の安全配慮義務に

は、①適正な労働条件、すなわち労働時間
・休憩時間 ・休 日・労働密度 ・林憩場所 。

人員配置 。労働環境の整備などを措置し、

②必要に応 じてメンタルヘルス対策を講

じ、健康状態を把握して、精神障害の早期

発見をする。③精神障害の症状に応じて勤

務の軽減 ・作業の転換 ・就業場所の変更な

どの適正な措置を講じ、精神障害に悪影響

を及ぼす労働に従事させてはならない。

④適切な看護と治療を受けさせる義務、が

あります。
ソフ トバンク損害賠償 ・小出裁判名古屋

地裁の判決では、予見可能性について 「使

用者が健康状態がわるいとか、うつ病に罹

患していることを知らなかった」としてい

るが、「長時間勤務をさせればうつ病にな

ること」、「その結果 自殺す ることもあ り得

ること」を知っていた ら、それは予見の可

能性を認識 していた とい うべきであると電

通事件東京高裁判決は示 している。
また、 「精神疾患はプライバ シイの問題

もあ り情報を集められない」 と使用者はい

うが厚生労働省がの公表 した 「プライバシ

イの保護に関する検討会の中間報告」や 「労

働者 の健康情報の保護 に関す る検討会報

告」にも健康情報を収集できることは明示

されている。

労働者の安全は、罰則付の労安法が定め

る義務 と罰則は明示 されていない使用者の

努力義務が張 り巡 らされている。労働安全

衛生行政の新 しい流れは、労働者の安全を

より充実 させ る方向になっている。関係す

る条文 ・通達は 「快適な職場環境の形成の

ための措置」、 「健康保持増進 のための措

置」、「労働者の就業に当たつての措置」、
「危険又は健康障害を防止するための措置」

などである。従って、小出裁判名古屋地裁

判決は、使用者の安全配慮義務を狭 く、限

定的なものに してお り、これは、労働行政
の流れに反するものである。

岩井弁護士の講義の後、 1時 間程、参加

者からの質問や意見が活発に交わされま し

た。 この学習を現場に生かす実践が求めら

れています。 この レジメは年会誌に掲載す

る予定です。 (文責 :宮 崎 脩
一)
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秋にも 「フスペス隣離劉勝護調 の結成を
第 2回 アスベス ト問題懇談会で確認

6月 11日、健康センター事務所でアスベス

ト懇談会を開きま した。 これは、 1月 12日に

開かれた第 1回 懇談会に引き継 ぐもので、渥

美弁護士、建交労 ・石村氏、全港湾 ・田中氏、

そ して健康センターか らは、宮崎 ・鈴木明 ・

大家が出席 しました。

報告は、東京で行われた全国アスベス ト交

流集会 (5月 13日)の 様子、名古屋で元中電

労働者を中心にアスベス トの学習会について、

そ して、 5月 26日に実施 した、アスベス ト弁

護団が行つたアスベス ト電話相談 110番 で

は、 29件 の相談があつたことなどです。

また、5月12日には愛知県の保険医協会にア

スベス ト診断や診療について相談できる医師

を紹介 していただけるように申し入れを行い

ました。

田中洋行 さんか らは、全国港湾、全港湾、

港運協会で 1億 円のアスベス ト基金が作 られ、

この基金で港湾労働者で退職 した仲間のアス

ベス ト診断を進 めよ うとしていることが報告

されました。

渥美弁護士は、「これまで累計 64件 の相談

を受けたが、その後のフォローがほとん どさ

れていない。例えば、病院を紹介 したが、実

際に診祭を受けたのか どうか、診断の結果は

どうかを確認 していない。」 との指摘がありま

した。また、アスベス トの正確な診断の出来

る医師が欲 しい との切実な声が紹介 されま し

た。

建交労 ・石村氏は、「疑わ しい人は、病院ヘ

同道 し、診察を受けてもらつている。その上

健康センターの会員にむって下さい。
NPO法 人 i愛 知働 くもののいのち と健康

を守るセ ンターは全国に先駆けて 16年 前に結

成 され運動を開始 しま した。

いま、労働現場 は長時間労働や成果主義の

下で過重な労働 が強い られ健康が破壊 されて

います。今 こそ過労死や労働災害 をな くす運

動を強めることが求められています。

健康セ ンターの取 り組みは 「健康学校」の

開催 を始 め、メンタルヘルスやアスベス ト被

害などの 110番 相談 も行つています。また隔

月発行 のセ ンターニュースや年会誌 をお手元

で労基署へ行 くが、労基署は、労災を認めな

い方向やあきらめさせ る方向で指導 している

ように思える。」 と述べ、労基署の対応の問題

点を指摘 しました。

アスベス トは、毛髪の5000分の一 とい う極

細で、呼吸 とともに肺に付着、蓄積 される。

アスベス トは安価で薬品に強 く、摩擦材 ・断

熱材 として車や建築材に、至る所に利用 され

てきま した。そ して、アスベス ト被曝による

発症までの潜伏期間は、 30～ 40年 といわ

れてお り、一旦空咳、発熱な どの特有な症状

がでると死亡までの時間は数 ヶ月に満たない

短いや)のです。

アスベス ト問題は、 とりわけ情報の共有が

大切であ り、そのためにはアスベス ト関係の

メー リングリス トを作 り、瞬時に必要な情報

が関係団体や個人に伝 えられることが望ま し

いといえます。

宮崎氏か らは、静岡健康センターが中心に

なつて、アスベス ト対策協議会が作 られた経

過 とその規約が紹介 されま した。静岡のよう

なアスベス ト対策協議会は、二重県や福井県

にもすでに作 られてお り、東海地方では愛知

県だけにまだ設置 されていない状況です。 日

中氏や渥美弁護士か らは、秋にも愛知 として

アスベス ト対策協議会 (仮称)の 結成をめざ

ことが提案 され、確認 されました。7月23日の

午後2時から健康センターで、次回の話 し合い

が行われます。

(文責:大家信義)

に配布 しています。愛知健康センターは来る 8

月 25日 に第 17期 の総会が予定されてお り、

準備が進められています。

この機会にぜひ貴組織の団体 としての加入

をお願いいた します、また個人会員 も併せて

募集 していますのでぜひ加入をお願いいた し

ます。

年会費:団体会員 一 日 6,000円

個人会員 一 日 4,000円

です。電話かFAXを ください。
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トヨタ自動車

内野 過 労 死

労災認定裁判

一生懸命仕事をして倒れた

あれか ら5年 がすぎた

やつと証人尋間の 日になった

期待 と不安が入 り交 じつて

冒頭 「健一 さんの写真を伏せてくだ さい」

と被告側か ら

くや しさをかみ しめ 「俺たちが健一 さんの

分まで見ていてや るぞ」 と無言で…・

「私は真実を…・」証人宣誓

ウソは偽証罪に !!

被告側証人は健一 さんの上司 2人

「長時間会社にいてもすべて仕事を してい

たのではない」 と繰 り返す

目をふせて 「違 う ! ウ ソです !」 と首を

振る博子 さん

被告側証人は、質問にだんだんつ じつまが

合わなつて くる

「残業は 1時 間半で、あとは雑談をしてい

ま した」

「話をしていたのは主に私の方で、内野君

は聞き役で した」

「私の趣味の話が多かったです。 …ジ ョギ

ングやマラノンの話です」

「じゃあ、あなたは毎 日3時 間もそんな話

をしていたんですね」   t

「……・」 動 揺 して言葉が出ず

自主活動 といわれ るQC活 動 。創意工夫 。

交通安全サークルなど

「自主的だか ら参加は自由です」

「何で上司が印 を押 して確認す るんです

◆結審法廷 7月 27日 、秋 にも判決の予想

トヨタ自動車 。内野裁判は、 7月 27日 (金)

午後 1時 30分、名古屋地裁大法廷にて結審 し

ます。結審法廷では、原告 。内野博子 さんも

最終陳述 を し、裁判官か ら判決 日が言い渡 さ

れます。 ご支援 ,傍聴をお願い致 します。

やつぱり働いていたんだ.
r自圭的Jっ て何?

第11回証人尋問法廷を傍聴
トヨタ自動車勤務 大 場

か ?」  「 ……」

「創意工夫提案を出さない人の分まで書 く
ことがあ ります」

「一般の方は自由参加かもしれませんけど

まとめ役である方は全員参加 させなくては
いけない立場で しょう。仕事です よ。人事

考課 も入つているし…・」

「残っていても仕事は していなかった」「自

主活動だ」 とい う前提を崩 さずに証言 しよ

うとする被告側証人

自分の言葉の矛盾にだんだん声が出なくな

る

証人本人が出 した陳述書にも 「わか りませ

ん」などと言い出す

あげくは 「記憶にあ りません」を連発
一方、原告側の証人は同僚の Iさ ん と博子

さん

職場での誠実な働 きぶ りを話す Iさ ん

被告のいや らしい質問にも凛 として答える

博子 さん

勇気はいるが何 も隠す ことはない

あ りのまま話せばいい

ここにくるまで健一 さんの元同僚をは じめ

多 くの方か ら陳述書を書いていただいた。

署名を集めていただいた 。ハガキも……。

まだ勝利するまで気は抜けませんが、本当

に感謝の気持ちでいつぱいです。多 くのみ

なさんの励ま し、何 よりも真実を求めて立

ち上がった博子 さんに多 くのことを学びま

した。

<内 野裁判各吉 宅事法廷>

日 時i7月27日(金)午後1時30分
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ドッラグスギヤ
マ

損 害賠償 請求

杉 山 裁 判

2007年5月 29日(金)午前10時より、証人尋

問が、名古屋地裁 1103法廷で行われま した。

私 と妻 も原告 として実際に証言台に立ち、

これまで見たことの無い世界に感涙 し、驚愕

し、人間の醜 さと温情をまざまざと見せつけ

られた一 日で した。

10時前。緊張 しなが ら法廷へ入つて行き、

まず驚きま した。今まで 日頭陳述法廷に一切

傍聴にきていなかったスーツ姿の集国に、傍

聴席の前列二列が占拠 されていま した。 ド ラ

ッグスギヤマの社員が動員 されていたのです。

支援の女性の方が 「今 日は会社は休みなのか

しら。」 と、スギヤマ社員に聞こえるように話

していたそ うです。

私 ども原告がお願い した証人Mさ んは、現

在、英 ドラッグス トアにお勤めですが、 ド ラ

ッグスギヤマのあ りのままを暴露 し、薬剤師

としての使命 と同時に、会社の過酷なる裏事

情を証言 して下 さいま した。そ して、その証

言、は自信に満ちていま した。そのはずです、

事実を証言 しているのですから。

しか し、被告側証人 3名 の証言には、企業に

使われている者の哀れ ささえ感 じて しま しま

した。シ ドロモ ドロとい うか…・酷いもので し

た。支離滅裂な証言を連発 し、
一言で言えば

「ウノ交 じりの証言」であつたことは、支援

して下さつている傍聴者の方々にも明らかだ

った と思います。労災申請聴取の際に、豊田

労働基準監督署で証言 した事は、ギ全て嘘で し

た」 とぬけぬけと言い放ち、裁判官の前で白

々 しい態度 をとつた姿を見ていると、この人

■結審 7月 20日(金)、秋にも判決か?

ドラッグスギヤマを断罪する裁判は、   |
7月 20日 (金)11時名古屋地裁1103で結審 し  |

ます。 ト ヨタ自動車内野裁判 と同 じような  |

日程で進んでお り、この秋にも判決が予想  |

されます。 ご支援 ・傍聴 をお願いいた しま  |

す。                    |

<お 知らせ>

7月 13日 (金)19:3①「N tt Kナビゲーション」は、20才 台の過労死問題を取り上げ、

ドラッグスギヤマ 。杉山事件などを放送します。是非ご覧下さい。
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<杉 山裁判孫吉 宅事法廷>

日 時:7月20日(金)午前|1時

名古屋地裁1103号法廷

名古屋地裁で 7月 20日 (金)11時最終弁論
原告 口杉山 正土早

達 と同 じ職場で、一生懸命頑張った息子が哀

れでな りませんで した。そ して、被告側証人
の一人であるE店 長の、当 日の証言台で動揺

した失態をさらけ出し、「嘘」の辻棲合わせに

言葉 もかすれ、何度 も台本を思いだ しなが ら

発言 しているその姿は、貴紀が上司 と崇めた

人物 とは到底思えませんで した。

また、被告側のこれまで提出 した準備書面

も、明らかに作文 した とい うことがわかる酷

いものです。今回の証人尋間で、これ らの準

備書面の内容もさることながら、被告側の 「貴

紀は長時間の残業をした事が無い。」 とい う前

提が、全 く無理なのだと確信 しました。現に、

豊 田労基署は、貴紀が長時間の過重な業務や

残業が原因で亡 くなつたことを認めて労災認

定しているのですから。

妻 も私 も証言台に立ち、親 として、亡 くな

った息子の鳥にと頑張つたつもりです。

証人尋間が終わ り、数 日後に裁判長か ら和

解の打診があ りま した。被告側か らは社長が

出廷 し、一応の謝罪 らしき言葉 を並べてきま

したが、誠意が全 く感 じられませんで した。

特に、私共原告が再三に渡って要求 し続けて

いる 「遺品」の問題にかん しては、「あ りませ

ん」の一点張 りでした。

和解は決裂 し、判決を頂 く事に致 しました。

遺族の悲痛な訴えを裁判長にご理解いただき、

法を軽視する会社に対 して警鐘をならす判決

を心から切望いたします。

今後 ともご支援の程、よろしくお願い致 し

ます。



◆ 審 査会口頭意見陳述のポイント 田巻弁護士

刈 谷 市 職 員

倉 回康 弘さん

5月 27日 (日)午後 1時30分か ら、刈谷市

民会館会議室にて、倉 田さんを支援する会

第 4回 総会が開かれ 40名 が参加 しま し

た。

桜井 さんか ら詳細な経過報告があ りま し

た。 この 1年 間は、公務災害補償基金愛知

県支部審査会に対する対応が主な活動 とな

りま した。公務災害認定申請の場合、愛知

県支部審査会 は 日頭意見陳述 を非公開 と

し、請求代理人 を制限 してきま した。 (名

古屋市支部審査会の 日頭意見陳述 は公 開

制)し か し、支援する会事務局の粘 り強い

要請 ・抗議により30名の代理人参加で公開
の口頭意見陳述が、 3月 12日に開かれま し

記念講演では、田巻弁護士が 「支部審査

会の判断のポイン ト」 と題 して、参加者に

分か り易 く話 されま した。

主な内容は、

0康弘さんがどれだけ働いたかという実態
を陳述

②公務災害補償の制度は遺族補償が本来の

目的である。
③ 「医学的意見」は、基金本部の専門医か

ら基金本部職員が意見を聞いただけのも
のであり、康弘さんの蓄積疲労を無視し

ていること

愛知県支部審査会宛に、倉田さんの公務

災害認定を求める要請書を集中して下さ
い。
要請書の内容は、
①公務災害認定を求める
②遺族救済の制度からも認定を求める

③刈谷市当局の安全衛生体制は極めて不十

◆愛知県支部審査会へ、要請書の集中を !

,逆転誠決をめざして、奮闘しよう !
倉回されを支援する会絹会

た。 日頭意見陳述のには、会場か らも高い

評価の声が寄せ られま した。

会計報告では、「予備費の額が多いので

弁護士事務所費用に充てることも考えてほ

しい。」とい う意見が出ま した。経過報告、
会計報告については、拍手で承認 されま し

た。

また、活動方針については、現在、支部

審査会の結果待ちの状態であ り具体的な活

動の提案はされませんで した。 しか し、参

加者か ら 「ただ手をこまねいているだけで

はまずい。他の組織に学び活動を考えるべ

きでは ?」 との意見が出 され、「事務局 と

して検討す る。」 との回答があ りま した。

④刈谷市には健康管理について安全配慮義

務があるのだか ら、「公務起因性」につ

いてはもつと緩やかに判断 され るべきこ

となどで した。 田巻弁護士のお話は、分

か り易 く大変好評で した。

最後に 「倉 田康弘 さんの事件は、機構改

革が進められる中での不当な人事異動 と過

重な労働による過労死事案であ り、公務に

起因することは明白である。公務災害認定

が全国的少ない傾向にあ り、認定を勝ちと

ることは大きい意義がある。是非 とも認定

を勝ち取 りたい。」 と話 されま した。

分な体制であ り、これを正す こと。など

です。

要請書は、葉書でも封書でも結構です。

7月 中に出 して くだ さい。 ご協力をお願い

します。

<要 請書送付先>
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中 部 電 力

アスペスト

藤 原 裁 判

中部電力の火力発電所で 41年 間に亘つて

働き、「胸膜中皮腫」で2006年 9月 に亡くなっ

た藤原建二 さんの遺族 (妻 ・藤原重子 さん と

二人の娘 さん)が 、2007年 3月 22日、故人の

遺志を継 ぎ、名古屋地方裁判所へ 「中電の安

全配慮義務違反があつた」として、「損害賠償」

を求め提訴 しました。

藤原 さんは、「アスベス トを吸引すると大変

危険である」 ことをまった く知 らされずに、

アスベス ト粉塵が飛散す る中で、防護対策も

なされないまま、仕事をしてきま した。中部

電力の現場労働者はみんな一緒です。

藤原 さんは、闘病治療中 「アスペス ト被害

は、自分
一人の問題ではない」「火力に従事 し

ていた全ての労働者の問題だ」 と、家族の協

力を得て労災申請を し、国は 「労働災害であ

ることを認め」、労働災害の認定をしました。

しか し中電は、安全配慮義務違反はなかっ

た とし、損害賠償請求に応 じませんで した。

中部電力の現場労働者は、大量のアスベス ト

材料や製品に囲まれた職場環境の中で、会社

か らはアスベス トの危険性 を知 らされないま

ま、長年働いてきていました。

特に火力発電所の保温材やジョイン トパ ッ

キン類、建物の防音 ・耐火材 とか、地中線の

管路材な ど、アスベス トは広範囲に沢山使用

◆田巻弁護士、聞い意義を解説

弁護士 ・田巻先生は、この闘いの意義 と決

意を次のように述べています。

藤原 さんの裁判には大きく2つ の意味があ

ります。

1つ は、言 うまでもなく、藤原健二さんが

中電によつて危険な作業を強い られてきたこ

との責任を中電にきつち り認めさせ ること。

2つ は、この藤原健二 さんの提訴を一つの

契機 としてアスベス トの危険性や中皮腫の苦

しみの大きさを多 くの方に知っていただき、

アスベス トの粉塵は人体に悪影響がある、人

体に危険な鉱物であるとい うことを知 りなが

ら、アスベス トを使つて利益を得てきた企業

,現場労働者がアスベスト機書で死亡
中郡電力の火力職場で41年 間働しヽてきた

支援する会事務局長 :三枝 豊 明

されてきました。

中部電力は、この様な危険がいっぱいの職

場環境を改善 し、アスベス トの危険を労働者

に周知 し、その防御 を教育 した り防護手段を

提供す るなどの、中部電力には、労働者の安

全を守る責任があったはずです。

また、「死の時限爆弾」 と言われるように 3

0年 ～ 40年 とい う潜伏期間の長 さか らして

も、すでに退職 した労働者の健康管理 と安心

な生活に、中部電力は責任 を持つべきです。
6月 29日(金)には名古屋地裁第 2大 法廷で、

初法廷が開かれました。満席の傍聴で、被告

の中部電力は弁護人一人の参加で した。 この

日、支援する会が弁護士会館に集まって発足

しました。

に対 してその責任を追及す る大きな動きを作

りたい。

とい うことです。

この裁判の大きな意味を考え、アスベス ト

被害東海弁護団全員でこの裁判に取 り組んで

いきたいと思つています。藤原重子 さん他 ご

家族の頑張 りにより、幸いにも提訴の様子が

広 く報道 され、多 くの方に知っていただ く機

会となりました。

でも裁判はこれか らです。弁護団一同がん

ばっていきますので、広い大きいご支援をよ

ろしくお願いいた します。

(弁護団 田 巻紘子)
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マツヤデンキ

小 池 過 労 死

労災認定訴訟

心臓機能に障害のある小池勝則 さんは身

体障害者手帳 (3級 )の 交付を受けていま

したが 2000年 11月 に障害者枠でマツヤ

デンキの豊川店に採用 されま した。

豊川店では小池 さんに対 して健康につい

て話す機会 もなく、健常者並みの就労が与

えられ長時間の立ち作業や寒暖差のある店

内と駐車場へ商品の運搬など出入 りが常態

化 され足が浮腫む ようにな りました。また

年末商戦で販売 ノルマ も与えられ心臓障害

者にとつて過重な労働が させ られていて帰

宅するときつい仕事やい じめられているこ

とを友子 さんに話 していま した。

そ して同年 12月24日 ク リスマスイブの

夜、 自宅で倒れて亡 くなつていたのです。

<進 行協議 日程 > … ………………………………

本年 4月 、ゆたか福社会は、混乱 と人権

侵害の源であつた 「綱領」を廃棄 しま した。

職員 と利用者合わせて1,000人余 りの大手

福祉法人 ・ゆたか福社会は、10年来、ゆた

か労組 と一
体 となって 「糸岡領教育」と称 し、

職員を専制支配 してきま した。綱領にたい

する批判や疑間を持つことす ら許 されず、

その端緒に触れただけでもい じめ抜かれま

した。「金丸 さんを支援 し、人権を守る会」

や 「愛労連 ローカルユニオン」は、自覚的

な勇気ある人々によつて作 られ、活動 して

きま した。
2002年8月 、金丸裁判は、原告全面勝利

４
運

8月27日1月)11時 名古屋地競402号室(4階)
多くの皆 さんの傍聴をお願いいた します。 (人数制限 20 ｌ

Ｖ

矧
側

ら

鯛
怒

再生へ向けて重要な一歩
とも言える和解が成立 しま した。 し

同年 9月 23日、ローカルユニオン加

師 ・泰中さんへの数時間に及ぶ 「つ

げ」事件がおき、泰中さんは うつ病

休職に追い込まれま した。そ して、

4月 27日、泰中裁判は全面勝利の判

ま した。ゆたか福社会はゆたか労組

着を断ち切 り、2004年 1月 、新体制

替えま した。泰中さんの職場復帰な

いくつかの問題が残つていますが、

福社会が、職場討議を経て綱領を廃

ことは再生への重要な一歩です。

(文責!大家

障害のある人もない人も

安心して働ける社会に
享年37才で した。

次回 8月 27日の進行協議ではいよいよ証

人が決められます。原告側か らは妻の友子

さん、医師の田渕 さん、勝則 さんの亡 くな

る前 日にコー ヒーメーカ と加湿器 を買つた

友人の豊 田さん らの 4名 を申請 していま

す。また被告側は当時の豊川店の店長 と医

師が証人 として申請 されています。

また、これまでに集め られた公正な判決

を要請する署名 を 7月 23日に提出する準備

が進められています。支援する会は引き続

き会員 の拡大 と署名 をお願 い してお りま

す。多 くの皆 さんの支援をおねがいいた し

ます。

(文責 :鈴木 明 男)

か し、

盟看護

る し上

に桐≧り

2005左手

決が出

との癒

ヤこ七河り

どまだ

ゆたか

棄 した

信義)
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闘つてこ輔 湯も人生もまかにできる
住軽金 ・強制出向無効裁判原告 鈴 木 明 男

6月 29日、住友軽金属 9争 議の終結に伴
い、支援の会報告集会が、港区全港湾会館
大ホールで開かれま した。

始めに、愛労連 ・羽根議長は、大 リス ト

ラに抗 して闘つた住軽金の闘いの意義 と成

果を讃 えた うえで、原告団の奮闘をは じめ

弁護団 ・支援の輪が広がったこと、前進面

を正 しく評価 し闘 うことの重要性を語 りま

した。

私は、原告団を代表 して 「本人の同意の

ない出向は無効」 と訴え、勝利できた喜び

と、多 くの皆 さんに支えられての闘いに心

か らお礼 を申し上げま した。そ して、「闘
ってこそ職場 も人生も豊かにできる」 とい

うことを実感できたこと、また、この闘い

の中で、八日ひろ子参議委員が、国会で住

軽金の相継 ぐ死亡事故 と長時間労働の問題

を追及 して頂いたこと、職場の安全衛生運

動の展開 と労働基準監督署の数次に及ぶ指

導が労働災害を激減 させ る成果につながっ

たことなどを報告 しま した。
さらに、弁護団である安藤 。水野 。竹内

・岩井の各弁護士か ら、それぞれの争議 ・

視点か ら9争 議を振 り返って頂きま した。
特に岩井弁護士は、弁護士 としてデ ビュー

して初めての仕事が住軽金強制出向無効裁

判で した。 しかもその後、 9争 議総ての弁

護団に関係 した経験を語 られ、会場か ら大

きな拍手が寄せ られま した。

閉会の挨拶は、渡辺三千夫 さん。渡辺 さ
んは、学生時代に住軽金でアルバイ トをし

た ときの話か ら、名古屋港でのさまざまな

争議の思い出を、ユーモアー
杯に語 りま し

た。

各氏のお話は、闘 う勇気に溢れ、正に闘
つてこそ職場 も人生も豊にできることを実

感 した、有意義な集会 とな りま した。

皆 さん、長い間のご支援 。ご協力あ りが

とうございま した。

群

＝

ほ

群

醸

■

鴫
篠

竹内弁護士

ｉｒ，
！
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明士戸

私たちは、本 日、国 (厚労大臣、国交大臣、農水大臣、防衛施設庁長官)と の間で 「ト

ンネルじん肺防止対策に関する合意書」を締結し、現在、東京高裁など全国4高 裁 (5事

件)、東京地裁など全国10地裁に係属している国を被告 とする全国 トンネル じん肺根絶訴

訟 (以下、「根絶訴訟」と言 う。原告数は患者単位で969名)を 全面解決することを決断

した。
トンネルエ事の元請ゼネコンを被告とする全国 トンネルじん肺訴訟 (全国23の地裁 ・支

部に提訴)で 和解を成立させた元原告たちは、現在 トンネルエ事で働いている労働者に自

分たちと同じ苦しみを味合わせたくない、そのためには トンネルじん姉を防止するために

法令を抜本的に改正するほかないと決意し、自らが再び原告となって、2002年11月22日に

東京地裁、その後全国各地の裁判所に提訴した。その後、新たにじん肺を発症した患者と

ともに全国で闘いが進められてきた。そして、昨年 7月 7日東京地裁、7月 13日熊本地裁、

10月12日仙台地裁、本年 3月 28日徳島地裁、3月 30日松山地裁において、 トンネルエ事の

じん肺防止に関する国の規制権限不行使の責任を認める原告側勝訴の判決を勝ちとつた。

同時に、原告たちは、病の身体を押して、家族とともに 「自分たちは、金が目的ではな

い。」「トンネル じん肺を根絶するために、国のじん肺防止施策を抜本的に転換させたい。」

との思いで、衆参国会議員の 「トンネルじん肺根絶の賛同署名」(現在526名の現職国会議

員が署名)や 「じん肺根絶を求める100万署名」(現在101万4195筆達成)な どに取 り組ん

できた。
私たちは、判決が言い渡されるたびに、 トンネルエ事の発注者であり、じん肺防止の行

政責任を負っている国 (厚労省、国交省等)に 対し、判決を真摯に受けとめ、私たちとの

協議の場を設け、従前のじん肺防止対策を抜本的に見直し、粉じん則等の改正整備に着手

するように要求してきた。 しかし、国は、いずれも控訴 し、私たちの要求を受け入れよう

としなかつた。
このような国の対応に対し、私たちの要求を 「じん肺根絶は社会全体の共通課題」と受

けとめた与党が、自民党じん肺対策議員連盟、公明党じん肺プロジェク トチームを立ち上

げた。また、野党各党も私たちの要求を受けとめ支援をするという政治環境が作 り上げら

れてきた。

,国 は、これまで行政の 「裁量権」を楯に、じん肺防止対策の見直しを拒否 してきた。し

かし、じん肺根絶を求める大きな世論と、このような政治の動きの中で、国は トンネルじ

ん肺防止の政策を抜本的に転換することを決定して、私たちとの間で 「トンネル じん肺防

止対策に関する合意書」を締結したものである。

国は、本合意書において、原告じん肺患者や遺族に 「謝罪」し、 トンネルエ事における

粉じん対策について私たちの意見を聞く場を設けると約束するとともに、根絶訴訟を真摯

に受けとめ、粉 じん障害防止規則を改正し、紛じん瀕J定等を本年度中に事業者に義務付け

ること、 トンネルエ事の長時間労働を改善するため、労働基準法32条を踏まえ、土木工事

積算基準の見直しを検討すること等を約束した。これは トンネルじん姉の根絶へ向けて大

きく一歩を踏み出す道筋をつけたものと、高く評価をすることができる。そして、私たち

は、国が私たちの要求を基本拘に受け入れたことで、国を被告とする根絶訴訟では国に対

する請求を放棄することを約束した。

本合意書の締結は、原告団の団結と私たちの闘いにご支援、ご尽力をいただいた多数の

方々の力により勝ちとることができたものである。ここに、ご支援、ご尽力をいただいた

多くの方々に心からお礼を申し上げる。

本合意書は、 トンネルじん肺根絶への出発点であり、国は確実に履行する責務がある。

同時に、元請ゼネコン事業者には トンネル建設工事での万全なじん肺防止策の実行が求め

られている。私たちは、今後とも、公共工事である トンネルエ事で働 く労働者がじん肺に

罹患しないために、さらに団結を深めて奮闘する決意である。
2007年6月18日

全 国 トンネル じん肺根 絶原告 団
全国 トンネルじん肺根絶原告家族会

全 国 トンネル じん肺根 絶弁護 団

全 日本 建 設 交 通 一 般 労 働 組 合

- 1 0 -



じん肺根絶に向けて 新たな出発

建交労労職愛知  石 村ひろ江

「この苦しみは自劣たちで最後にしたしヽ」「じん肺を世界からなくそう」ゼ
ネコンを被告としての損害賠償訴訟から、根絶の運動に発展させてきたじ
ん肺根絶闘争は、6月2①日東京高裁で和解が成立しました。
建交労の三大闘争の一つでもあり、昨年愛知でも 「なくせじん肺 ・アスベ

ス ト県民集会」を開催し、多くのみなさんの協力で成功させることができ
ました。愛知の原告は東京地裁第2陣の1名ですが、朝半」のたびに上京し、
また地元国会議員の事務所廻りや、議会開会前には県内の議会要請など行
ってきました。

最も感動的だったのが、昨年の東京地朝の勝利半」決です。裁半』所から飛び
出してきた 「勝利」の文字に、集まつてしヽた350人 から歓声が上がり 「ば
んざ～しヽ !」の声が、しヽつまでも鳴り止みませんでした。続しヽて熊本地裁
でも 「勝利半」決」で、国の貢任を認めた半」決が出たことにより、「国は控訴
しなしヽで話し含しヽに応じてほししヽ」と、うだるような暑さの中を原告や家

族たちが、厚生労働省前で連日座り込みをしました。まさに命をかけた闘
しヽです。しかし、国は控訴したのです。その後、今年3月にかけ、仙含 ・徳

島 ・松山と半」決が続き、しヽすれも国のじん肺防止策のあり方を断罪したも

の`で した。

この香、満開となつた桜の花びらに雪の降り積もる急な冷え込みの時も、

私たちは衆議院第2議 員会館前で、背中にホッカイロを張つて座り込みを

してしヽました。地道な運動の中で、国会議員衆参716人 中、529人 からの

賛同署名が集まり、県内議会も愛IEl県議会 ・名古屋市議会を始め、意見書

の採択がなされています。

今回の国との不□解は、じん肺根絶に向けた新たな出発です。財界の利益優

先で、国民の命と健康が智られなしヽ政治を、労働者 ・国民の連帯した闘しヽ

の力で、働く者の命を守り政治を正していくことが本当に大切だと思つて

しヽます。

第48回 日本社会医学会.名 古屋で開催

7月21日～22日名古屋大学にて
21日 (土)午後 7時 開催の自由集会 2で トヨタ内野過労死を検証

社会医学総会は、「格差社会の健康を守る社会医学」をメインテーマとして、名古屋大
学東山キャンパス (地下鉄名城線 名 古屋大学駅 ③ 番出日 IB電 子情報館)で 開催さ
れます。愛知センターは、「自由集会 2」 を企画し、大企業労働者の安全と健康をテーマ

に、新日鉄 。デンソーなどにおける労働災害 ・健康問題を検証します。是非ご参加下さい。
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了:■物】〓E首

月  日 事 項 時間 ・場所 な ど

7月 7日 (土) 名古屋港開港100周年記念 レセプション 18:30 全 港湾 3F大 ホール

13日 (金)

17i30

NHKナ ビゲーション「20才 代の過労死」

(杉山貴紀さん事件ほかを放映予定) 17i30 東海 7県 で放送予定

14～ 15日 大阪過労死家族の会学習交流会 加藤 ・鈴木 卜が参加(大阪)

17日(火)

事務局会議 10:00 センター事務所

ソフ トバンク損害賠償 !小 出裁判控訴審 13:00 名古屋高裁

判例研究会(金谷 ・倉田事案) 18:00 水野弁護士事務所

20日 (金) ドラッグスギヤマ ・杉山裁判森吉 宅事 11:00 名 古屋地裁 1103

21日 (土)～

22日 (日)

日本社会医学総会

自由集会 (21日19時～20時)

名古屋大学東 山キャンパス

(21日13:00～22日17:30)

23日 (月) アスベス ト懇談会 14:00 健康センター事務所

26日 (木) デンソー ・川野裁判 16:00 名古屋地裁1103法廷

27日 (金) トヨタ自動車 ・内野裁判無吉 宅事 13:30 名 古屋地裁大法廷

29日 (日 ) 愛労連定期大会 10!00 東 別院ホール

30日 (月) 事務局会議 10:00 センター事務所

8月 25日 (土) 愛知健康センター総会 13:00 労働会館 2F会 議室

27日 (月) マツヤデンキ 。小池裁判進行協議 11:00 名古屋地裁402号室

9月 7日 (金) マツヤデンキ・小池裁判証人尋間 10:00-17:00

名古屋地裁 1103法廷

30日 (日 ) 障害者裁判交流会 10:00～16:00 名古屋市総合福

社会館 (地下鉄 ・黒川下車)

～/～/～/～/～/～/～/～/～ノ
■

「慢性府特」

とのIrスクのマネージメント

を学fri

著者 :近藤雄二  (天 理大教授)

0発 行工学習の友社 ● 1000円
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